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論点１：生産基盤の強化

（１）装備品の増産ニーズに対応し得る生産基盤を構築するため、どのような施策が必要か。

• 民生事業と比較して魅力が低下していた防衛事業も、防衛生産基盤強化法の施行や調達制度の改善に
よって、設備・人員への投資が促進されるなど、防衛事業は活況を呈している。

• 一方、世界的に増大する防衛装備品の需要に対しては、供給量の増加が十分に追いついておらず、国内
需要への対応に終始するなど、増産要請に対応できる生産基盤の構築が不可欠。

• 製造設備・技術や部品が防民で共用されるなど、防衛力の強化には、防衛専用品のみならず、関連する
デュアルユースを含めた生産・技術基盤の確立が必要。経済安全保障推進法では、「特定重要物資」の
枠組みに基づき、半導体や蓄電池、無人航空機、航空機の部品など、防衛用途でも活用されうる民生品
の供給力を強化しているが、民生需要に加え、防衛を含む官公需も獲得可能なデュアルユースの生産基
盤を構築できれば、スケールメリットが得られ、かつ、増産ニーズに対応し得る生産基盤の構築に寄与。

• 防衛生産基盤強化法では、企業が実施する製造工程効率化等の取組に対する財政措置に加え、企業の事
業撤退を抑止するため政府保有・請負者運営（GOCO）の枠組みを規定しているが、GOCOを通じて、
規模と効率性を高める効果も期待される。

• 我が国でも、諸外国の取組を参考にしつつ、装備品の増産ニーズに対応し得る生産基盤の構築に向けた
更なる取組が必要。
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個別ヒアリング等を通じて得られた主な意見

✓ 人手不足への対応のため、ロボット、３Dプリンタ等の先端技術を活用した自動化が必須。他方、こう
した設備は 民生分野での需要規模が大きく、防衛用途のみで導入した場合は投資回収が難しい。

（防衛サプライヤー）

✓ 防衛装備品と民生用途の製品の双方の製造に同じ設備を用いることが多い。そのため、防民共用が認め
られる設備の導入が円滑であるとありがたい。 （防衛サプライヤー）

✓ ドローンについては、防衛用途の需要規模のみでは事業化が困難。安定した需要確保のためには、民生
と共用の生産基盤を確保することが必要。（スタートアップ）

✓ これ以上設備を置くことができないほど手狭となっており、増産のためには建屋・土地の取得が必要と
なる場合がある。（防衛サプライヤー）

✓ サプライチェーンの維持・拡大のためには、長期的な需要見通しが示されることが重要。業務を発注で
きる見通しが明確に立たなければ、プライム側もサプライヤー側も新規発注のための認証取得やライン
整備といった投資ができない。 （防衛プライム）

✓ 平時の利用を政府として支援しつつ、生産設備を増産対応が必要になった際には防衛用途で活用すると
いった、より広い意味での基盤の整備が重要。制度設計で、必要な際に防衛向けへの供給を優先する仕
組みを埋め込んではどうか。（防衛プライム）



（参考）経済安全保障推進法におけるサプライチェーン強靱化の取組の全体像

図表は、内閣府HP「サプライチェーン強靱化の取組（重要物資の安定的な供給の確保に関する制度）」より引用

• 経済安全保障推進法では、「国民の生存に必要不可欠」もしくは「広く国民生活若しくは経済活動が依拠
している」等の要件に合致する重要な物資を「特定重要物資」に指定し、安定供給確保に向けた取組を実施。

論点１

4



（参考）防衛生産基盤強化法に基づく「特定取組」の認定実績
• 防衛産業において、装備品等の製造、維持整備、研究開発等を安定的に行う上で必要な取組について、防衛省が（プ

ライムのみならず、サプライヤーに対しても）直接的に経費を支払う制度を創設。

• 装備品等の安定的な製造等に資する4類型の取組（特定取組）に関し、企業から計画を受付。基本方針に照らして適
切と認められる場合において、これを認定し、経費を支払うもの。

※ 令和8年1月7日時点の実績
注） 金額は四捨五入によっているので、合計は符合しないことがある。

（※）令和８年度予算では約３０４億円を要求中

論点１
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（参考）諸外国における事例
• 米国では、ＷＷ２から冷戦期にかけて、戦時における物資の生産増強のため、製造施設等の国による保有（いわゆるＧＯ

ＣＯ（※））を開始。

• 一般に、戦時の急速な増産には施設等の平時からの保有が必要だが、政府による継続的な調達の見通しが立たない中で、
大企業は大きな利益を上げない投資が株主との関係で困難
中小企業は多額の先行設備投資を行うことが困難

であることから、ＧＯＣＯが活用されている。

• 欧米では、特に、戦時に短期間で需要が急増する装備品の重整備を、製造施設等の国による保有及び運営（いわゆるＧＯ
ＧＯ（※））の形式で行う事例が多い。 （※）Government Owned, Government Operated 

（※）Government Owned, Contractor Operated 

論点１
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論点１：生産基盤の強化

（２）地政学的なサプライチェーン・リスクが増大する中で、重要な部素材の安定供給を確保
するためにどのような施策が必要か。

• 新型コロナウィルス感染症の蔓延及びウクライナ侵略、米中対立等により、サプライチェーンリスクが
顕在化。さらに、重要物資、重要技術に関する国境措置の応酬が発生する中で、サプライチェーン上の
リスクへの対応が不可欠。

• 防衛装備品も例外ではなく、安定的な調達を担保するには、代替性の低い原材料・部品も含めたサプラ
イチェーン強靱化に向けた産業界の取組を促す必要。

• 米国では、防衛関連企業に対して重要物資サプライチェーンを把握し、装備品に使用する重要物資の
安定的な調達網の確立を要求する動きが見られる。

• 我が国において、安定的な装備品調達の実現に向けて、重要物資のサプライヤーに対する供給強化の
取組支援に加え、需要者側である防衛関連企業の取組を促すための調達面での対応を進めていくことが
必要。
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個別ヒアリング等を通じて得られた主な意見

✓ サプライチェーン上流のリスク確認には、一次サプライヤーのみならず、その先の二次、三次と確認が

必要だが、積極的に情報をあげてくれるサプライヤーもいれば、そうでないサプライヤーも存在。リス

ク管理のためには、継続的なコミュニケーションが必要。（防衛プライム）

✓ 安定確保が期待できる供給源からの重要な部素材の確保を進めていく上では、防衛装備品の契約との

兼ね合いがあるため、政府からの明確な要求があった方が企業として動きやすい。（防衛プライム）

✓ 原材料の供給源を変更する際に、最終製品の価格への影響が最も大きいものは品質試験で、試験項目や

試験回数が増えると億円単位で費用が増加し得る。（防衛プライム）



（参考）米中の国境措置の動向（2025年11月20日時点）

• AI半導体や重要鉱物を中心に、米中で相互に依存低減を目指すも、時間を要するため一旦ホールドと
なったが、先端技術等をめぐる競争の方向性に揺らぎはない

出典：経済産業省「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化のための有識者会議」第8回 事務局資料

論点１
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国防省調達規則条項の改正：特定国から調達した重要鉱物の装備品への利用禁止（一部工程のみ）
▸改正内容：
特定国が製造プロセスに関与する重要鉱物について、それを利用した装備品等の納品を禁止した

▸（実務上は応札前から供給源の確保が求められており、確保した証跡の提出が求められる場合がある）
▸具体的な禁止対象：

【対象部材】サマリウムコバルト磁石  / ネオジム磁石 / タンタル（金属・合金）/ タングステン粉末 / タングステン重合金

【依存禁止対象国】 中国 / 北朝鮮 / ロシア / イラン
【関与が禁止された対象プロセス】 溶解・製造以降のプロセス

2024年
5月

2025年
6月

2027年
1月

国防権限法：国防省の契約企業に対して、重要鉱物のサプライチェーンの開示を義務化
▸条項の内容：

サプライチェーンの透明性を向上し、国防省が依存状況を把握するために、国防省と契約している企業に対して、 対象
素材（レアアース、タングステン、ネオジム磁石等）のサプライチェーン情報を可視化し報告する義務を課した

▸報告義務の対象：
レアアース元素、戦略・重要鉱物及び永久磁石、またはそれらを含む装備品・機械

国防省調達規則条項の改正：特定国から調達した重要鉱物の装備品への利用禁止（全工程を対象化）
▸2024年5月に設定された「特定国に依存した重要鉱物の装備品への利用禁止」について、 2027年1月に対象プロセスを
全工程（採掘を含む）へ拡大予定

▸ 2024年5月に国防省調達規則条項改正：Federal Register : Defense Federal Acquisition Regulation Supplement
▸ 2025年6月に重要鉱物のサプライチェーンの開示の義務化：PUBL263.PS
▸ 2027年1月に国防省調達規則による規制強化：Restriction on the Acquisition of Certain Magnets, Tantalum, and Tungsten.
▸ 国防省規則条項の改正内容：Defense Primer: Acquiring Specialty Metals and Sensitive Materials
▸ 国防権限法による義務化の詳細： PUBL263.PS

論点１（参考）米国  国防省における重要物資の安定調達確保の動き
• 米国では、防衛関連企業に対し、重要鉱物サプライチェーンの報告の義務化や、特定国がサプライチェーンに関与し

た重要鉱物の装備品への利用を禁止するなど、供給網の安定調達に向けた取組を実施。
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https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/30/2024-11513/defense-federal-acquisition-regulation-supplement-restriction-on-certain-metal-products-dfars-case
https://www.congress.gov/117/plaws/publ263/PLAW-117publ263.pdf
https://www.ecfr.gov/current/title-48/chapter-2/subchapter-H/part-252/subpart-252.2/section-252.225-7052
https://www.congress.gov/crs-product/IF11226
https://www.congress.gov/117/plaws/publ263/PLAW-117publ263.pdf


（参考）防衛生産基盤強化法に基づくサプライチェーン強靱化のための取組

• 防衛生産基盤強化法に基づき、防衛省が企業に対し個別にサプライチェーン調査を実施。

• これによりサプライチェーンリスクを把握し、防衛省から「供給網強靱化」等に係る特定取組の実施を促すことが可能。

防衛生産基盤強化法に基づく
供給網強靭化（サプライチェーン強靭化）に係る取組（イメージ）

論点１
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論点１：生産基盤の強化

（３）弾薬、艦船、航空機といった各分野で、企業の開発・生産等のリソースをより効率的に
活用・強化していくためにどのような施策が必要か。

• 航空機をはじめ、装備品の高性能化・複雑化により、開発規模・リスクは拡大の一途（例えば、F-2開発
費：約3,600億円 → F-35開発費：約12兆円）。今後想定される開発について、人材確保の面も含め
て、企業が1社単独で担うことは容易ではない。

• 冷戦後、欧米各国では、競争力を維持・強化するために、航空機や誘導武器、艦船、陸上車両といった
様々な分野において、業界再編が進展。特に欧州では、防衛コングロマリット型の企業が、領域を軸と
した専業JVとして再編。

• 我が国防衛産業が国際的な競争力を獲得するためにも、国内企業に対して競争力強化に向けた投資を    
促しつつ、各社が有する開発・生産のリソースを最大限活用することが必要であり、防衛事業者同士の   
連携を促す仕組みの構築が重要。
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（参考）航空機の開発総経費の推移

• 航空機の開発総経費は、日米、また軍用機・民航機を問わず、大幅に増大する傾向。

論点１

※１ 開発総経費の算定期間は、運用開始まで（軍用機の場合、初期作戦能力（IOC: Initial Operating Capability）の獲得まで）としている。（運用以降の改修に係る開発費用は
除いている）
※２ 各機種の開発総経費は、開発時期の物価水準の相違を踏まえ、2024年の物価水準に統一している。（生産者物価指数（PPI: Producer Price Index）により換算）また、米国の費
用は、2024年のレート（156円/US＄）により、円に換算している。

出典：F-1：第６回安全保障と防衛力に関する懇談会（配布資料）  F-2・C-2：取得戦略計画
YS-11：日本機械学会HP ＭＳＪ：ビジネスジャーナル記事・東洋経済記事
F-14：U.S. General Accounting office  F-16：U.S. Government Accountability Office
F-35：U.S. Government Accountability Office  Boeing787：市場調査企業INCEPTONE社HP
Boeing707：市場調査企業The Geography of Transport Systems社HP
Boeing777：市場調査企業ResearchGate社HP
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（参考）米国における防衛産業の再編統合の背景

※各社Webサイト等をもとに作成。

• １９８５年から１９９８年にかけて、国防予算が約３割減少する中、１９９３年、アスピン国防長官、ペリー国防副長
官が主要防衛企業１５社のトップに対し「政府として国防予算の削減に取り組むこと」「防衛産業は将来的には供給
過剰となり、合理化せざるを得ないこと」を伝達し、業界の自主的な再編統合を促進（「最後の晩餐」）。

• 国防省も、反トラスト当局に対し防衛企業の合併規則の緩和を要請するとともに、再編統合に伴うリストラ費用（※労
働者への退職金等の支払いや工場閉鎖，移転に伴う設備費用など）を契約額に加算できるようにするなど、間接的に再
編統合を促進。当初５１社あったプライム企業が５社になるなど、防衛産業の再編統合が急速に進められた。

General Dynamics（米）

Lockheed（米）

Martin Marietta（米）

Loral（米）

IBM（米）

Unisys（米）

Sikorsky（米）

Boeing（米）

Rockwell（米）

McDonnell Douglas（米）

Northrop（米）

Grumman（米）

Westinghouse（米）

Raytheon（米）

Texas Instruments（米）

Hughes（米）

Boeing（米）

Northrop Grumman（米）

Raytheon（米）

General Dynamics（米）

米
国

1990年
（平成2年）

1995年
（平成7年）

2000年
（平成12年）

2005年
（平成17年）

2010年
（平成22年）

2015年
（平成27年）

2020年
（令和2年）

軍用機部門を売却

防衛電子機器・システム部門を売却

防衛電子機器部門を売却

防衛電子機器部門を売却

アビオ開発と産業システム開発の2社に分社化して存続

防衛電子機器部門を売却

防衛電子機器を売却

Lockheed Martin（米）

１０のノンコア事業を分離（Loral社の業務含む）⇒Ｌ－３コミュニケーションズとして独立

合併

宇宙事業に特化して存続

吸収合併

宇宙・軍用機部門を売却

合併

1999年民生事業も終了

ミサイル製造会社として吸収合併

電子機器メーカーとして存続

電子機器メーカーとして存続

電子機器メーカーとして存続

※造船、軍用車両、アビオ、ビジネスジェットメーカーとして存続

吸収合併

【凡例】
実線矢印：合併 点線矢印：部門売
却

※なお、再編統合が一定進行したのち、 １９９８年のLockheed Martin社とNorthrop Grumman社の合併審査では、企業数の減少が競争
原理を失わせ、むしろ効率悪化を招く可能性から、政府が反対し、両者の合併計画は断念された。

論点１
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（参考）欧州の防衛産業ジョイント・ベンチャー

デスクトップリサーチ

• 欧州では防衛コングロマリット型の企業が、領域を軸とした専業JVとして再編するケースは数多く、

長期間にわたる継続が前提。

JV化のパターン JV名 出資企業(出資割合) JV化の背景・目的設立年領域/プロジェクト

領域を軸としたJV

プロジェクトを
軸としたJV

ミサイル (37.5%)

BAE Syste (37.5%)

(25%)

2001年 欧州内で分散していたミサイル事業を統合し、
• 重複投資の抑制と規模の経済
• 欧州内の設計権限・供給能力の確保

することが狙い

艦艇 (51%)

(49%)

2002年 イタリア国内で、船体と戦闘システム企業が分散
していたため、OSNをシステムインテグレーターとして、
艦艇ライフサイクル全体の一体的管理を担う

名称未定宇宙 (35%)

(32.5%)

(32.5%)

2027年
(予定)

衛星・宇宙システム製造+宇宙サービスを
集約し、欧州の戦略的自律と競争力を強化する

Eurofighter(戦闘機) Airbus( (46%)

BAE Systems (33%)

(21%)

1986年 4か国(英独伊西)の国際共同戦闘機プログラムを、
産業側で統合管理する

論点１
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論点２：防衛・デュアルユースイノベーションの創出

（１）アカデミアやスタートアップとの連携を通じた最先端科学技術を防衛分野へ迅速かつ
十分に取り込むために、どのような施策が必要か。

• 最先端の科学技術に裏付けられた新たな戦い方が勝敗を決する現代においては、優れた科学技術を防衛
分野に迅速に取り込むことが重要。

• 諸外国は、最先端科学技術の研究を担うアカデミアや、その社会実装の担い手であるスタートアップと
防衛分野での連携を深め、イノベーションの創出を実現。

• 米国など諸外国の事例も参考にしつつ、防衛分野の研究開発を支える基礎・応用研究について、アカデ
ミアとの連携を深めていき、研究力を強化していくことが重要。そのため、現在の研究の枠組みを整理
し、我が国の科学技術の牽引にも繋がる研究プロジェクトを、アカデミアの協力の下推進することにつ
いて検討するべきではないか。

• 米国など諸外国の事例も参考にしつつ、資金面に制約がありつつも優れた萌芽的技術を有するといった
スタートアップの特性を踏まえ、研究・開発・量産の各フェーズにおいて、スタートアップの技術を
防衛装備品に取り込んでいくため、柔軟な研究開発制度の在り方、技術を運用ニーズにつなぐための
伴走支援等について検討を進めるべきではないか。

• 上記の取組を通じて、アカデミアやスタートアップとも連携した、高度な研究開発を可能とするエコシ
ステムの構築を目指すべきでないか
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個別ヒアリング等を通じて得られた主な意見

✓ 防衛省、防衛産業、スタートアップ、アカデミアが行うべきことの役割分担をすべき。（アカデミア）

✓ 諸外国では、国家安全保障の観点で強力に国策として進めた結果、民生分野においても活用可能な画期
的な技術開発に繋がった例がある。こうした事例を広めることで、我が国においても国家安全保障の観
点からの研究開発への協力の必要性について、理解を促進していく必要がある。（アカデミア）

✓ 諸外国を見習って、防衛省がアカデミアの研究力を強化する取組を行っていくことが重要。（アカデミ
ア）

✓ ＡＩ等新技術のトップレベルの技術者はスタートアップにいるため、防衛産業にスタートアップを取り
込んでいく必要がある。（スタートアップ）

✓ 技術開発のスピードが速いスタートアップにとって、防衛省の契約サイクルは遅く、技術の陳腐化や経
営への悪影響につながる。（スタートアップ）

✓ 防衛省の誰に相談すればいいのか、どのようなニーズがあるのかわからないので提案ができない。
（スタートアップ）
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（参考）米国における防衛分野の研究へのアカデミア等の参画

（出典）CRDS各種レポート、Master Government List of Federally Funded R&D Centers 等を基に作成

米国連邦政府による研究所運営方式

政府所有 政府運営
GOGO方式

Government-Owned, Government-Operated

政府所有 大学/民間運営
GOCO方式

Government-Owned, Contractor-Operated

UARC
University Affiliated Research Center

方式

特徴

分類 連邦政府研究所 FFRDC
Federally Funded Research and Development Center

政府契約 大学所有/運営

連邦政府
(各省) 研究所

コントラクター
(大学/企業/
非営利機関)

連邦政府
(DoD)

研究所
大学連邦政府

(各省)
研究所

所有・運営
所有 所有運営

契約 契約

運営

研究所例

• DoE (エネルギー省) 国立エネルギー研究所 など

• DoD (国防総省) 海軍研究所 など

• NASA ケネディ宇宙センターなど

• 商務省 NIST(国立標準技術研究所) など

41の研究所・センター

• DoE：16 ローレンスバークレー国立研究所（UC運営）など

• DoD：10 リンカーン研究所（MIT運営） など

• NASA：1 ジェット推進研究所（Caltech運営） 

• NSF：5 国土安全保障省：3 保健福祉省：2

商務省：1 財務省：1 運輸省：1
原子力規制委員会：1

15の研究所・センター（DoDのみ）

• 海軍：5 応用物理学研究所（ジョンズホプキンス大学）など

• 陸軍：4 兵士ナノテクノロジー研究所 (MIT) など

• 空軍：1 戦略自立研究所 (ハワード大学等 9大学コンソ) ※2023年設立 

• 米国戦略軍：1 など

• 1943年：ロスアラモス研究所が最初(UC運営)
※FFRDCの制度としては1967年から

• 政府の長期的ニーズを満たす研究開発を実施
• 政府が保有するデータや施設にアクセス可能
• 重要分野技術の長期確保、新技術開発・技術移転
• 政策立案や重要課題検討の分析やアドバイザリー
• 複雑なシステムの運用に係る技術・エンジニアリ

ング能力支援

• 1942年：海軍の研究開発拠点としてのジョン
ズ・ホプキンス大学 応用物理研究所が最初
※UARCの制度としては1996年から

• FFRDCに比べよりカッティングエッジな新興科学
を対象にしていると言われている

• 新しい脅威に対応。DoDの要求に迅速に対応
• UARC1機関の政府予算(中央値)は約4,800万ドル

※FY2021実績：500万～8.3億ドル

インキャンパス / オフキャンパス

連邦機関

455
23% FFRDC

167
9%大学

449
23%

産業界

753
38%

非営利機関・その他

131
7%

参考：連邦政府 R＆D予算 (億ドル) 使用部門別

FY2024
全体1,957億ドル

(約2.5兆円)

論点２



（参考）米国における防衛分野の研究へのスタートアップの活用

• 米国防省は、中小企業向けの研究開発支援制度であるSBIRを活用し、各軍のニーズにこたえた技術の迅速な調達
を実施。

• 我が国にもスタートアップ等の研究開発促進と社会実装支援を目的とする日本版SBIR制度が存在。

SBIR（中小企業イノベーション研究プログラム）

• 米国の各省庁が抱える技術課題解決のための研究開発を中小企業に委託する資金支援プログラム。

• 研究開発フェーズに応じて、3段階で企業を選抜し、支援を実施。

• 国防省は最大の実施機関（年10億ドル規模）。

（実用例）Qualcomm のCDMA通信技術、CMOSイメージセンサー、iRobotの「ルンバ※」など

STTR（中小企業技術移転プログラム）

• 米国の連邦政府が実施する、中小企業とアカデミア（大学や連邦政府研究所など）の共同研究開発を支援する補助金制
度。

• SBIR の一部として扱われることが多いが、共同研究必須化と役割分担の義務化が異なる（中小企業が40%以上、かつ
研究機関が30%以上の分担が必須） 

（実用例）宇宙用3Dプリンター、ブロックチェーン統合プラットフォーム など

論点２
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※SBIRで爆弾処理や偵察ロボットの開発支援を受け、そこで培った技術がセンサーやアルゴリズム等ルンバにつながる技術になりました。



（参考）米国における防衛分野への参入促進のための施策 論点２
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DIUは民間に存在する先端技術を迅速に防衛分野で活用するために、これまで防衛産業に参加し
てこなかった民間企業やアカデミアの防衛分野参入を促進する施策を多数実施している

CSO (Commercial Solutions Opening)
※ソリューション募集プロセスの名称

◼ 商用技術の防衛への活用を目指した迅速なプロトタイプ獲得のためのプロセス
◼ 5ページ程度の短い資料による提案を募り、技術評価を実施
◼ CSOプロセスにより60-90日以内にプロトタイプ契約(Prototype OT)の締結を目標とする
◼ 成功したプロトタイプは、Success Memoが付与され、Product Catalogに掲載され、再競争なく

フォローオン生産契約に移行可能

◼ 大学・スタートアップ・DoDの橋渡しを担う人材・連携・アクセラレーションのプログラム群を運用
◼ 民間企業、スタートアップ、DoD関係者を巻き込んだピッチ・カンファレンスの実施や国際共同イベ

ントへの協力

NSIN（National Security Innovation 
Network）
※DIU内の組織

NSIC（National Security Innovation 
Capital）
※DIU内の組織

契約
プロセ
スの
変更

連携
機会の
創出

資金
拠出

OT (Other Transaction)
※契約方式の名称

◼ ハードテックなど資本集約的分野のデュアルユース基盤強化を狙う投資・資金支援機能を持つ
◼ 国防利用と商用利用の両立（デュアルユース）が見込める初期段階ハードテック（例：宇宙、ロボ

ティクス、エネルギー、先端製造など）を重点とし、プロトタイプ創出やスケールの起点づくりを後
押しする

◼ プロトタイプを迅速に取得するための、連邦調達規則（FAR）に縛られない柔軟な契約方式
◼ FARの詳細条項適用から外れるため、契約条件を柔軟に設計でき、スタートアップ等が締結しやすい

DIUが実施している施策の例

Source: https://www.diu.mil/solutions, https://nsin.mil/ https://www.nsic.mil/

https://www.diu.mil/solutions
https://nsin.mil/
https://www.nsic.mil/


（参考）米国における契約制度の柔軟化による研究開発支援 論点２
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米国は、コスト返還型・インセンティブ型の契約形態を設け、開発業者に対し、高リスクの研究・開発への
動機付けを行っている

プロトタイプに基づく
大型システムの生産

大型システム向け
スペアパーツの長期生産

大型システムのプロトタイプに
関する研究開発

研究調査

コスト観点

Source: Comparison of Major Contract Types Chart | www.dau.edu (2026/1/9参照)

固定価格契約

経済価格調整を伴う固定価格契約

固定価格インセンティブ契約

報酬付き固定価格契約

商業用供給品及び
サービス

高インフレ期における
商業物資の長期契約

成果ベースの契約

固定
価格
契約

コスト
返還型
契約

1

2

米国防衛調達における主要契約形態

価格再設定付き固定価格契約

コスト返還型インセンティブ契約

コスト返還型報酬付き契約

コスト返還型固定価格契約

主な適用先

リスクの高い契約の際に、
請負業者は、コスト返還が
約束されていることで

安心して研究・開発等を
行うことができる見立て

インセンティブの付与が
技術的難度の高い

高リスク契約への動機付け
となる見立て

ー

ー

高リスク研究・開発への効果
収入観点

ー

ー

ー

ー

ー

ー

インセンティブの付与が
技術的難度の高い

高リスク契約への動機付け
となる見立て

ー

アメリカの調達においては、「許容されたコストの返還」「技術的業績等に応じたインセンティブの付与」など
高リスクの研究・開発を促進するような契約形態が存在

https://www.dau.edu/tools/comparison-major-contract-types-chart
http://www.dau.edu/
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論点２：防衛・デュアルユースイノベーションの創出

（２）デュアルユース技術の研究開発の投資と、非伝統的防衛プレイヤーと防衛プライムとの
連携を促進するためにどのような施策が必要か。

• 新たな戦い方に対応するには、非伝統的防衛プレイヤーによるデュアルユース技術への投資を積極的に
後押ししていくことが必要。そのためには、防衛分野における研究開発のみならず、非伝統的防衛プレ
イヤーが行う、先端製造技術、AI・情報処理、サイバー、センシング、情報通信技術などの基盤となる
要素技術の研究開発投資を促進することが重要。

• また、ドローン、宇宙といった分野における最終製品・サービスを開発し民生分野における実用化を進
めることで、我が国における産業技術の基盤を強化し即応性を高めること重要。

• こうした投資は、民生分野における競争力の強化を通じて、我が国の経済成長にも貢献。

• また、デュアルユース技術には、既存の防衛装備品の機能・性能を向上させるもので、単体で防衛省が
調達しえない要素技術や、防衛プライム等が行う開発・製造プロセスの改善に用いられるものが存在し
ており、これらの技術の防衛装備品への実装を進めるには、防衛プライム等との連携が必要。
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個別ヒアリング等を通じて得られた主な意見

✓ 民生用途にも活用できるが、防衛用途でのユースケースが先行するような先端技術についても研究開発
を行うことができないかと思っている。（スタートアップ）

✓ 民生用途で開発した技術を防衛分野で活用するための研究開発を進めていきたい。 （防衛プライム）

✓ スタートアップが有する要素技術単体では防衛調達には結びつかず、他企業の製品に導入されて初めて
効果が発生するため、パートナーとなりうる他企業に政府からの紹介や採用検討依頼があると、より動
きやすい。（スタートアップ）

✓ 事業規模がどの程度になるかが分からないため、経営判断として投資しにくい。（スタートアップ）

✓ 先進的な技術やアイデアを有するスタートアップ企業と弊社との連携・交流は、防衛力底上げの 観点
から有意義。防衛事業での応用可能性を持つスタートアップ企業と積極的に情報交換や意見交換を行い、
相互理解を深めていくことが重要。（防衛プライム）
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次期戦闘機 統合防空ミサイル防衛能力

2,911

8,968

8,225

6,387

（億円）

7,095

（参考）我が国の研究開発費について

• 現防衛力整備計画のもとで防衛省の研究開発費は大幅に増額。

• あわせて、我が国全体の研究開発投資で得られる成果を、防衛分野で活用していくことも、防衛力の強化の観点から必要。

論点２

防衛省の研究開発費の推移(契約ベース)

※Ｒ８は予算案の金額 24

22.05兆円

我が国全体の
R&D投資額

我が国の研究開発費のバランス（2023年度）

我が国の防衛予算における研究開発費
（歳出ベース）

我が国全体のR&D投資額は、総務省「科学技術研究調査」より引用
我が国の防衛予算に占める研究開発費は、防衛省「我が国の防衛と予算－防衛力抜本的強化
「元年」予算－ 令和５年度予算の概要（令和5年3月28日掲載）」より引用

100倍

2,201億円
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• 『第７期科学技術・イノベーション基本計画』の答申素案にて、「デュアルユース技術の研究開発及び社
会実装に取り組む」ことが初めて明記された。

第１章 基本的考え方 
1.現状認識

＜科学技術・イノベーション政策の「安全保障化」と戦略技術の囲い込み＞
各国は現在、科学技術・イノベーション政策を国家安全保障政策の中核的要素として明確に位置付け、重要・

戦略技術の国内確保、研究開発基盤の強靭化、サプライチェーンの多元化、技術流出の防止といった観点から、
従来の産業振興政策とは質的に異なる「戦略技術政策」を加速させている。

第４章 科学技術と国家安全保障との有機的連携 
我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しており、また、科学技術を巡る国際的な主導権争いは激

化している。主要各国が先端技術の獲得を国家戦略の中核に位置付ける中、我が国においても科学技術の重要性
を再認識し、国家安全保障の観点からも総合的に取り組むことが不可欠である。 

最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は実際には極めて困難となっ
ている。くわえて、民生用にも安全保障用にも利用される可能性があるデュアルユース技術への投資は、それぞ
れの分野においてのみならず、技術力を相互に高め合いながら、科学技術の発展、ひいては、産業競争力を強化
し、長期的な経済成長にも資するものである。このため、産学官が連携して、我が国の科学技術基盤を支える先
端技術として、デュアルユース 技術の研究開発及び社会実装に取り組む。 

出典：「第７期科学技術・イノベーション基本計画」の答申素案（令和８年２月５日公表）

論点２
（参考）デュアルユースの重要性～第７期科学技術・イノベーション基本計画～



（参考）欧州におけるデュアルユース投資の促進策

• EUでは、研究開発ファンドの適用範囲の拡大や、有望な技術を有するスタートアップの防衛分野への参入を促すこ
とにより、デュアルユース投資を促進する環境を整備。

• また、アカデミアの防衛分野への参入を拡大するために、発信の方法を変化。

実施組織 内容

DG RTD
研究・イノベーション

総局

◼EUにおける研究開発支援を担う制度であったHorizon Europeの研
究支援対象が広がり、デュアルユースに活用しうる研究も対象に追加。

DG DEFIS
防衛産業・宇宙総局

◼欧州防衛イノベーションスキーム（EUDIS）を構築し、技術を有した
スタートアップ等を対象に、コーチング支援・契約支援などの参入障
壁を低くする施策を講じている

政策・施策の例

背景
◼ ロシアによるウクライナ侵攻を契機に発表された欧州再軍備計画には、①防衛に関する技術開発は民間

の関わりが前提になっていること、②防衛関連の研究開発に対する融資の拡大が明言されている

民生技術向けファンドの
防衛分野への拡大

スタートアップ等の
防衛産業参入支援

概要 予算

95.5億ユーロ
（1.7兆円）

※2021～2027年の
7年間分の予算

1.2億ユーロ
（210億円）

アカデミアの防衛関連研究に対する発信の変化

アカデミアの防衛関連研
究への積極的な関与

◼ 重要技術の研究が安全保障に密接にかかわっていることを明示し、技術の流出に対して責任を持つよう警鐘

◼ 民生分野での成功も視野に入れた研究であることを明示し、防衛分野に関する研究への忌避感を低減している

1ユーロ＝180円で計算

出典：European Commission (2025) “White Paper for European Defence and the ReArm Europe Plan- Readiness 2030” https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/white-paper-european-
defence-readiness-2030_en
 European Council, EU investments in defence: Council and Parliament agree to support faster, more flexible and coordinated investments in European defence https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2025/11/05/eu-investments-in-defence-council-and-parliament-agree-to-support-faster-more-flexible-and-coordinated-investments-in-european-defence/

論点２
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（参考）経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）

• 本プログラムは経済安全保障推進法に基づく指定基金により実施。経済安全保障上重要な技術について

国のニーズを踏まえ、研究開発を推進する事業。

• 令和３年度補正予算として計上された2,500億円のうち1,250億円を経済産業省（NEDO）が執行（残

りの1250億円は文部科学省（JST）が執行）。

• 令和４年度補正予算において、2,500億円（NEDO分は1,250億円）を追加措置。最大10年間の長期

にわたって、最先端技術の研究開発を支援。

小型無人機の自律制御・分散制御技術の研究開発

論点２

• 予算：50億円を超えない範囲 研究期間：2024年度～2029年度
• 自律制御・分散制御に係るソフトウェアを実装する小型無人機のハード

ウェアなどの開発を実施。 27

高出力・高効率なパワーデバイス高周波デバイス向け材料技術開発

• 予算：80 億円を超えない範囲／5年
• デジタル社会を構成するコア電子部品であるパワー／高周波デバイスにおい

て、戦略的不可欠性を獲得することを目指し、材料分野におけるブレイクス
ルーとなる技術を開発するとともに、これら先端材料のポテンシャルを発揮
できる構造を有するデバイス・モジュールの開発を行う 。
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論点３：同盟国・同志国との協力（装備移転等）

（１）防衛装備移転（完成品・構成品・部品等）の更なる推進のために、どのような施策が
必要か。

• 防衛装備移転は、同盟国・同志国との連携強化を通じて、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出
するための重要な政策的手段。

•   更に、防衛装備移転の推進により

✓ 生産・技術基盤の維持・強化が図られることで、増産対応能力の強化や国際共同開発・生産への参
画機会の増大

✓ 販路拡大を通じた経済成長への寄与が期待される。

• 一方で、装備移転の拡大には、相手国政府との関係構築に加えて、生産体制強化、財政措置、制度的観
点で依然として課題が多く、民間企業単独で取り組むことは困難。

• 例えば、オフセット取引など特有の契約形態への対応が必要である。

• 防衛装備移転に積極的な諸外国では、官民一体となった輸出促進のための体制を構築するなど組織的な
支援を実施。諸外国の取組も参考としつつ、政府として、更なる装備移転の推進に向け、民間企業を支
援していくことが必要。

• また、政府の取組に加え、産業界による自主的な努力を促進するため、積極的に装備移転に取り組む
企業が適切に評価されることが重要ではないか。
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個別ヒアリング等を通じて得られた主な意見

✓ 既に、米国の防衛企業に部品を提供しているが、完成品の装備移転についても意欲的に考えている。
ハードルは高いが、防衛事業の拡大に向けて、積極的に取り組んでいる。（防衛プライム）

✓ 防衛装備移転は、レピュテーションリスクを含めて他分野におけるビジネスへのリスクが伴うが、単な
る経済的利益のために実施しているものではない。政府の方針に基づいて取り組んでいると、社内外に
説明できることが重要。（輸出商社）

✓ 海外への防衛装備移転はとても難しい。防衛調達は独自のしきたりやルールが多く、参入には課題が多
いと認識。（中堅・中小サプライヤー）

✓ シンポジウム等の開催は、ネットワークを拡大する上で有用。他方、現在、国内向けでキャパシティが
一杯であり、その中で、実際に装備品移転を進めるのであれば、そのための生産設備の確保が課題。

（防衛プライム）

✓ 装備移転は、他国企業の性能等を調べるきっかけとなり、それをベンチマークにすることで、自社の装
備品開発に反映することができる。特に共同開発を行う場合には、学びが多い（防衛プライム）

論点２



（参考）望ましい安全保障環境を創出するための施策

• 現在、我が国は、「能力構築支援事業」、「OSA*（政府安全保障能力強化支援）」において、政府あるいは関連機関が、
相手国政府との契約により防衛装備品・デュアルユース品を移転する制度を保有。

１ 能力構築支援事業（2012年開始）

概要

同志国の軍等に対する資機材供与、インフラ整備等を行う

ための｢無償資金協力｣の枠組み。

同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化への貢献によって、

我が国との安全保障協力関係の強化、望ましい安全保障環境

の創出、国際的な平和と安全の維持・強化に寄与すること

2 OSA（2023年開始）

*Official Security Assistence

概要

インド太平洋地域の各国などど連携した安全保障・

防衛関連分野での人材育成や技術支援

事業分野

人道支援・災害救援、PKO、防衛医学、サイバー

セキュリティなど

名称 開始年 協力・支援内容

ソフト 能力構築支援 2012年
安全保障・防衛関連分野で
の人材育成や技術支援

ハード
防衛装備移転 2014年 武器・武器技術の移転

OSA 2023年
資機材の供与、インフラの
整備

日本の軍事関係の国際協力・支援

OSA提供先 協力・支援内容 供与額

パプアニューギニア 災害対処・道路構築用重機の供与 4億円

スリランカ 無人航空機（UAV）供与 5億円

マレーシア
潜水作業支援船及び停戦監視用機
材の供与

31億円

トンガ
無人航空機（UAV）及び制服の
供与

3億円

2025年度OSAの実績（2025年末時点）

論点３
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https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/nsp/pageit_000001_00002.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/sc/pageit_000001_02471.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/sc/pageit_000001_02471.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/sc/pageit_000001_02471.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02880.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02880.html
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論点３：同盟国・同志国との協力（装備移転等）

（２）デュアルユース技術の活用を含む海外との防衛産業協力を推進していくために、どのよ
うな施策が必要か。

• 「非伝統的防衛プレイヤー」を含め、海外防衛サプライチェーンへの参入や海外防衛企業との連携は、
技術力向上やスケールメリット享受などにより、防衛産業の能力向上に繋がる。

• 他方、防衛用途・民生用途の双方に用いられるデュアルユース品等の輸出では、輸出許可が得られない
との誤解、複雑な輸出管理制度や手続き面の負担により、輸出を断念した事例も存在。

• また、多くの中堅・中小企業では海外拠点を設置しておらず、海外防衛企業とのネットワーク構築には、
見本市への出展などが効果的。

• 国内外において今後防衛需要が増加していく中で、主に民間事業者同士によってなされる取引の推進を
図ることが重要。
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個別ヒアリングを通じて得られた主な意見

✓ 海外では実戦経験豊富な装備品が多く、完成品としての輸出はハードルが高いが、コンポーネントレベ
ルであれば十分、勝算はあるのではないかと考えている。（防衛プライム）

✓ 海外の防衛予算が増えている現在、事業成長のチャンスと捉えている。（サプライヤー）

✓ これまで国内事業のみ行っていたが、防衛予算が増大する海外防衛市場への参入に積極的に取り組んで
いきたい。部素材はデュアルユースであり、民生技術の強みを生かせる。（サプライヤー）

✓ 汎用品について、防衛用途で輸出する場合は輸出許可が下りないと認識しており、海外防衛企業からの
引き合いがあっても断っている。（サプライヤー）

✓ スタートアップ・中小企業は海外の防衛関連企業とネットワークに乏しく、受注拡大したいがアプロー
チ先が分からず営業活動ができない。（中小サプライヤー）

✓ 日本では開発経験が少ないため、防衛分野におけるAI活用に必要となる学習データに乏しい。同盟国・
同志国との 共同開発への参画により、そういった学習データへのアクセスの可能性も開ける。

（スタートアップ）

論点３



（参考）デュアルユース品の供与（OSA)
• 同志国の安全保障上の能力や抑止力の強化に貢献することによって、我が国との安全保障協力関係の強化、我が国に

とって望ましい安全保障環境の創出、国際的な平和・安定に寄与することを目的として、同志国の軍等に対する資機
材供与、インフラ整備等を行うための無償資金協力の枠組み。

これまでのOSAの案件一覧

実施年度 対象国・軍 供与機材

令和5年度

フィジー海軍 警備艇等

マレーシア国軍 警戒監視用機材

バングラデシュ海軍 警備艇

フィリピン軍 沿岸監視レーダーシステム

令和6年度

モンゴル空軍 航空管制用機材

インドネシア海軍 高速警備艇

ジブチ海軍 沿岸監視レーダーシステム等

フィリピン海軍 警戒監視用機材

令和7年度

トンガ王国国防軍 無人航空機（UAV）及び制服

マレーシア国軍 潜水作業支援船及び停戦監視用機材

スリランカ海軍 無人航空機（UAV）

パプアニューギニア
国防軍

災害対処・道路構築用重機

スリランカに対する無人航空機（UAV）の供与

⚫ 2025年9月、日スリランカ間で、5億円を供与額とす
るOSA案件に関する書簡の署名・交換を実施。

⚫ 本支援において、スリランカ海軍に対して警戒監視・
災害対処用無人航空機（UAV）を供与。

⚫ 供与されるUAVは、OSAにより供与される他の資機材
と原則として同様に、日本製となる予定。

※写真はイメージ

※これらの案件は、外為法の規制に該当する場合、輸出許可を取得済み

論点３
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（参考）同盟国・同志国との防衛産業協力

海外サプライチェーン参画への支援

（１）欧州ミッションでのビジネスフォーラム

GCAPへのオールジャパンでの参画

EU/NATOとの産業協力

• MHIと日本航空宇宙工業会（SJAC）
の共同出資により、「JAIEC」を創設。

• JAIECの支援により、国内企業による
英伊サプライチェーンへの参画を目指
す。

(1)EU協力

• 2025年6月の日EU共同首脳声明において、両国産業界が中
心となって日EU防衛産業対話を設立する方針に合意。

• 第1回を2026年4月に開催予定。

（2）NATO協力

• 2025年10月に、装備庁・経産省とNATO
間で、第1回日NATO防衛装備・産業対話
を開催。

• サプライチェーン・科学技術・標準化等の
分野で協力を進めていくことで合意。

（３）J-StarXによる米国公共調達への参入支援

（２）豪州における経済安全保障及び産業協力シンポジウム

✓ 2025年11月、豪州戦略問題研究所
（ASPI）とJETROの共催による経済安全
保障・防衛産業協力に関するシンポジウ
ムを 開催。

✓ 2026年2月、スウェーデン、フィンランドに対して、経産
省が、デュアルユース・先端技術分野の企業によるビジネ
スミッションを派遣。

✓ 同ミッションと連携し、経産省と共に、JETROと現地貿易
投資促進機関の共催によるビジネスフォーラムを開催。

✓起業家等の海外育成事業「J-StarX」におい
て、デュアルユース・スタートアップの海外
展開を支援するため、米国の公共調達への参
入等の知見習得や政府・業界関係者・VCと
の人脈形成を支援。



（参考）防衛装備移転に係る輸出管理制度の合理化

⚫ 防衛装備品の移転に係る案件形成の取組が活発化する中で、展示会、工場見学などでの商談で
ある案件形成の初期段階での対応が重要。

⚫ 一方、展示会や工場見学の来場者は事前に判明せず、また直前に相談を受けることもあること
から、防衛装備品の情報提供に係る許可手続（申請書類に相手先を記載、審査期間）のハード
ルがある。そのため、提供する情報は自社のホームページ等で公開済みの情報に限定され、案
件形成に必要なPRができず、他国の競合他社との優劣に影響。

⚫ そのため、事前に防衛装備庁による技術情報の安全保障上の懸念を確認する技術的な機微性の
確認を実施した上で、安全保障上のリスクが低い技術情報に限定して、展示会等での情報提供
に係る包括許可制度を創設。

展示会等に係る技術情報の提供における手続きの合理化 （令和７年４月９日施行） 

防衛装備品の維持・補修のための部品の輸出に係る合理化（令和８年２月１４日施行） 

⚫ 防衛装備品の移転に当たっては、装備品の移転自体に加えて、移転後の装備品の維持・補修を確実に
実施することも重要。その際には、移転先の要請に応じて、特定の附属品又は部品を迅速に移転するこ
とが必要となる場合も想定される。

⚫ しかし、現行制度においては、装備品の附属品又は部品を移転する際には、移転する部品及び数量を都
度輸出許可申請する必要があり、迅速な部品の移転が困難となる場合もありえる。

⚫ そのため、防衛装備移転協定を締結した国に対して輸出した防衛装備品の維持・補修のための附属品
又は部品に限定して、その輸出を包括許可制度の対象とする。

35

国際装備展示会ユーロサトリ2024 於フランス
（防衛装備庁より提供）

フィリピンへ納入された警戒管制レーダー
（防衛省ＨＰより）
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論点４：サプライチェーン上・中流の基盤の強化

（１）防衛産業への新規参入等を促進するため、どのような施策が必要か。

• 既存のサプライヤーの経営基盤を強化する観点からは、防衛産業において適正な取引慣行の推進のため
のガイドラインを策定済。さらにサプライヤーが防衛事業において適正な利益を確保できることが重要
であり、そうした観点から、防衛産業において適正な取引慣行の推進を行うため毎年フォローアップを
実施。

• 防衛需要が増大する中では、既存のサプライヤーの経営基盤の強化と新たなサプライヤーの参画が不可
欠。

• 新たなサプライヤーの参画のため、航空・宇宙分野では、認証取得やプライム企業とのネットワーク
構築、一貫工程受託の体制構築に向けた支援策の一環として、産業クラスターの形成が進められている。
こうした取組の中では、防衛分野への参入促進も視野に入れている事例が存在。

• 既存及び新規サプライヤーの参入促進のために、地方自治体と連携するとともに、中堅・中小企業政策
との連動が重要。



37

個別ヒアリングを通じて得られた主な意見

✓ 現在の受注量に耐えられるサプライヤーが見つからない。サプライヤーの中には、後継者問題を抱えて
いる等、足下がおぼつかない企業も多い。中小企業の中には、進んで国防に携わりたいと考える企業も
増えてきており、そうした新たなプレイヤーとの取引を開拓することが不可欠。（プライム企業）

✓ 新たなサプライヤーとの取引の開始は喫緊の課題だが、高い品質基準をクリアできるか、試作品を製造
させるなどして確認しているが、こうした試作品の発注費用を軽減することが必要。（プライム企業）

✓ 発注側としては、生産工程を一貫して委託できることが好ましい。特定のエリアに集積している防衛
産業への参入にやる気のある企業のリストがあると、発注側として取引を行いやすい。また、各種認証
の取得は中小企業にとって費用面のハードルが高く、自治体などが支援してもらえるとありがたい。
（プライム企業）

✓ 自治体が地元企業と一緒に訪問してくることが増えた。特定の工程を地域で一貫してやってもらえるの
であればありがたい。クラスターのような取組が始まるのであれば、協力する用意がある。（プライム
企業）

✓ 防衛関連受注を増やしたいが中小企業単体では接点が限られ、具体的にどうしたらいいか分からない。
クラスター等多業種企業の共同体であれば、発注者と接点を持ち幅広い提案ができる。（サプライヤー
企業）

✓ 海外からの受注を獲得しているが、きっかけは展示会での営業活動。語学に堪能な人で技術にも営業に
も長けた担当者が最初の引き合いを獲得。（サプライヤー企業）

論点４



（参考）新規参入促進に向けた関連機関との連携の必要性

• 防衛生産・技術基盤の中長期的発展のため、今後、更に防衛・デュアルユースのサプライチェーンに

おける新規事業者の参入を促進していくことが必要。

• 日本各地には、民間航空機や自動車等の産業集積が存在しており、中には防衛関連事業を立ち上げて、

米国大手防衛関連企業と直接契約するに至った部品製造・加工事業者も存在。

• 一方、新規参入には、輸出・情報管理体制の構築、各種認証取得なども必要であり、細やかな支援が

求められる。自治体や金融機関と連携し、地域に存在するネットワークを活用して、新規参入事業者

を支援していくことが重要。

プライム
企業

Tier 1
Tier 2

|
|

民間
航空機

自動車

宇宙

半導体

地方自治体
プライム企業 との連携により参入促進
金融機関

論点４
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川崎重工業（株）・（株）神戸製鋼所
（株）島津製作所・新明和工業（株）
住友精密工業（株）・三菱重工業（株）
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（参考）航空機分野における産業クラスターの形成事例

関西地域 大手企業

共同事務局

近畿経済産業局

関西経済連合会

新産業創造研究機構
（NIRO）

◆既参入企業（航空機関連サプライヤー）
◆新規参入候補企業（素材・自動車・電機
等他産業企業、クラスター所属企業 他）

関西地域 中堅・中小企業
・異業種企業

産業支援
機関

金融
機関

自治体

研究機関
大学 等

・航空機分野では、関西航空機産業プラットフォームＮＥＸＴのように産業クラスターを形成し、地域一体となって当該産業の

  競争力の強化に役立てている事例も存在。

航空機産業と親和性の高い｢防衛｣、
｢宇宙｣産業等への進出・拡大による
基盤強化に向けた事業多角化支援

✓防衛省/装備庁からの講演、
交流機会の創出

✓航空宇宙ビジネスマッチング
の実施（関東局事業協力）

論点４



（参考）山梨県が取り組む航空・宇宙・防衛関連産業への参入支援 論点４

出所：山梨県 産業政策部 成長産業推進課より提供
40
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論点４：サプライチェーン上・中流の基盤強化

（２）非伝統的防衛プレイヤーが有する潜在力を活かすにあたり、防衛関連事業への忌避感を
軽減するため、どのような施策が必要か。

• 非伝統的防衛プレイヤー（非防衛大企業、アカデミア）等において、防衛省・自衛隊向けの装備品への
部品の提供を含む、防衛のための技術開発や部品供給、そのための投資や支援を行うことに対する忌避
感が存在。

• 近年、民生先端技術の防衛分野での活用が拡大し、また、汎用品の防衛用途での更なる活用も含め、
我が国の防衛力の強化に向けて、生産・技術両面で我が国が有する潜在能力を活用していくことが必要
だが、こうした忌避感により、その潜在能力が発揮できていない状況が存在。

• 欧州では、2024年3月、欧州委員会が公表した「欧州防衛産業戦略」において、防衛産業強化に向け

た欧州投資銀行（EIB）の融資政策の見直しを要請。これを踏まえ、EIBにおいては防衛産業を、気候

変動、デジタル、農業・バイオ経済等と並ぶ8つの戦略的優先事項の一つに位置付けた上で、融資方針

における防衛産業の除外規定の見直しを実施。

• さらに、欧州投資家グループにおいては、業界主体の取組として、防衛産業への投資をESGの観点か

らどのように位置づけるべきかの検討を進めており、防衛産業における投資の在り方を検討を進めて

おり、2025年11月に「責任ある防衛投資原則（PRDI：Principles for Responsible Defence

Investments）」のコンセプトノートを公表。
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個別ヒアリングを通じて得られた主な意見

✓ 研究開発の部局には、開発した技術が防衛用途のみに使われることに抵抗があるメンバーもいる。積極
的に研究開発に取り組んでもらうには、デュアルユース技術であることを説明できるとよい。（防衛プ
ライム）

✓ 最近、民生技術が軍事技術に転用されることは常識になっており、民生用途の部品が軍事に使われるこ
とも多くなっている。サプライチェーンを防民で切り分けることは困難。（サプライヤー）

✓ レピュテーションリスクがある一方で、防衛調達に参画することで株価が上がることを期待する企業が
いることも事実。（サプライヤー）

✓ 事業部門が防衛事業をやりたくても、経営層がポリシーや他事業への影響などを考慮してやらない、と
いった状況もある。国として方針を示してもらえれば、担当部門としても経営層を説得しやすい。（サ
プライヤー）

✓ 防衛事業を行うスタートアップへの投資を制限している投資家が存在しており、防衛分野のスタート
アップにとって、ベンチャーキャピタルからの資金調達のハードルとなっている。（投資家）

論点４



（参考）欧州投資銀行における防衛分野への投資拡大

• 欧州投資銀行（European Investment Bank：EIB）では、ロシアによるウクライナ侵略以前は、防衛分野に関連
する事業への投融資を抑制的に実施。

• しかしながら、2024年3月に欧州委員会が公表した「欧州防衛産業戦略」において、欧州防衛産業の強化のために
EIBの融資方針における防衛関連の除外規定の見直しが要請されて以降、防衛分野への積極的な関与に向け方針転換
を実施。

EIBにおける融資方針の見直しの流れ

⚫ 2024年5月：デュアルユースプロジェクトに対する条件の緩和

・防衛・安全保障分野で融資対象となるデュアルユース事業について、収益の50％超を民間利用から得ることを条件としていた従来の
要件を撤廃。

⚫ 2024年6月：EIB「2024-2027年戦略的ロードマップ」策定

・安全保障・防衛産業への支援を、気候変動、デジタル、農業・バイオ経済等と並ぶ8つの戦略的優先事項の一つに位置付け。

⚫ 2025年3月：防衛分野における融資対象範囲の大幅拡大

・防衛用車両モビリティ、偵察・監視用機材、サイバー防衛技術など広範な分野を融資対象に追加。

・また、同月に欧州委員会より公表された「防衛白書」において、（武器・弾薬を含む）「除外活動（Excluded Activities）」の定義
について、より精緻化し、範囲を可能な限り限定していく方針を明記。

⚫ 2025年6月：中小企業・サプライチェーン支援強化方針決定

・EIBは防衛関連中小企業向け融資枠を10億ユーロ（約1800億円）→30億ユーロ（約5400億円）に拡大。

論点４
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（参考）その他海外の投資機関における動向
EIBの他にも、ロシアによるウクライナ侵略以降、 欧州の投資家において、武器や兵器製造を手がける防衛産業への投資活動
が、サステナブル投資やESG投資の考え方と合致するものであるとの見解が出されている。

投資家が見解等を公表した事例

✓ 英国では、2024年、スナク政権下で英国財務省と投資協会が、防衛企業への投資は、「国家安全保障に貢献し、私たち全
員が享受する市民的自由を守るとともに、年金基金や個人投資家に長期的なリターンをもたらすもの」であり「ESGの考え
とも合致するものである」との共同声明を公表。投資協会の会員企業が英国の防衛企業に350億ポンドを投資。
（https://www.gov.uk/government/news/agreed-joint-statement-from-hm-treasury-and-the-investment-association）

✓ オランダの大手運用会社Robecoのサステナブル投資責任者は、自社HPにおいて「責任ある投資家として、ロベコでは従
前より主要ポートフォリオにおいて防衛産業への投資が可能であり、足下では明らかにその意味合いが高まっている」との
見解を公表。
※クラスター弾、対人地雷、化学兵器、生物兵器、核兵器など国際条約で禁止される兵器は投資対象外とする方針を維持。
（https://www.robeco.com/jp-jp/insights/2025/03/investing-in-defence-as-a-sustainable-investor）

※ なお、こうした動きより前に、欧州委員会が2022年2月に公表した「社会タクソノミーに関する最終報告書」では、2021
年7月の草案段階で防衛が「社会的に有害な活動（socially harmful activities）」に含まれているとの記載が削除される
といった動きが存在。
（https://commission.europa.eu/system/files/2022-03/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy.pdf）

また、仏自動車メーカーのルノーが、ウクライナにおけるドローン生産ラインの構築の検討を進めている旨を表明したり、創
業一家が兵器生産を避けてきたフランスの老舗航空機メーカーのダエアが仏国防省とドローン開発契約を締結したりするなど、
非防衛産業による参入の動きも進んでいる。
（参考：欧州防衛、50兆円市場で争奪戦 ルノー参入検討・ドイツ銀行支援：日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR19BP00Z10C25A6000000/）

論点４
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